
災害時の物資供給に関する協定書  

 

伊達市（以下「甲」という）と合同会社  西友（以下「乙」という）は、

災害発生時等における、生活物資（以下「物資」という）の調達及び供

給に関して次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、伊達市内において地震、風水害その他の災害（以

下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて甲の要請に応じ、乙が所有する物資（以下「物資」という。）を

提供することについて、必要な事項を定めるものとする。  

 

（要請事項に対する措置）  

第２条  乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項に対して可

能な限り要請に応じる。  

 2  要請は文書によって行う。緊急の場合は、電話要請し、事後速や

かに文書を交付する。  

 

（物資の範囲）  

第３条  甲が乙に供給を要請する物資の範囲は次のとおりとする。ただ

し、乙は常に在庫することを保証するものではない。  

（ 1）  別表 1「災害救助物資の品目」  

（ 2）  その他甲が指定する物資で、乙が承認した物資  

 

（物資の数量）  

第４条  甲は必要がある場合に、乙に対し、供給できる数量について照

会することが出来る。乙は可能な限りこの照会に回答する。  

 

（物資の供給の協力）  

第５条  乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優

先供給に努めるものとする。  

 2  乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかに

その実施状況を報告書により甲に報告するものとする。  

 

 

 



（物資の運搬）  

第 6条  物資の引渡場所は甲が指定するものとし、その指定地までの運搬

は原則として乙が行うものとする。  

 2  甲は、乙が前項の規定による物資の運搬車両を優先車両として通

行できるよう、配慮するものとする。  

 

（費用の負担）  

第 7条  第 5条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運

搬等の経費は甲が負担するものとする。  

2   物資の取引価格は、災害発生時直前の乙の店舗での販売価格と

し、乙の提出する出荷確認等により定める。  

 

（費用の支払）  

第 8条  甲は、物資の納入を受け、乙からの請求書を受理した後、前条に

よる対価、及び費用を、請求書受理日の翌月末日までに、乙が指定す

る銀行口座に振り込み支払いするものとする。この振り込み手数料は

甲が負担する。  

 

（連絡責任者）  

第 9条  甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後、速

やかに「連絡担当責任者確認書」（別表 2）により相手方に報告するも

のとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。  

 

（履行義務の免除）  

第 10条  乙が被災した場合、乙がこの協定を履行できない場合があるこ

とを甲はあらかじめ了承する。  

 

（協議事項）  

第 11条  この協定に定めのない事項、およびこの協定の解決について疑

義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。  

 

（有効期間）  

第 12条  この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は

乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するも

のとする。  

 



この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名の上、各自

その 1 通を保有するものとする。  

 

 

平成  ２９  年  ３  月  １  日  

 

甲  福島県伊達市保原町字船橋１８０番地  

 

伊達市長  仁志田  昇司  

 

乙  東京都北区赤羽二丁目 1番 1号  

合同会社  西友  

企業コミュニケーション部  

 バイス・プレジデント  和間  久美恵  

 

 


